
令和５年度　指定管理者モニタリング評価表 （基本様式１）

1．施設の概要等 ３．利用者による評価

担当課 実施時期

開設年月日 調査対象

調査方法

選定方法

４．指定管理者による自己評価

利用目標 利用実績 対目標比（％） 備考

5,600 5,488 98.0%

4,300 4,185 97.3% 4名退所

1,385 1,303 94.1% 1名退所

【特記事項】

５．市（施設所管課）による総合評価

　総合評価の基準

Ａ（１．０） 36項目評価が72点以上で、アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容も評価できる。

項　目 金　額（円） 項　目 金　額（円） 項　目 金　額（円） 金　額（円） Ｂ（０．８） 36項目評価が58点以上で、アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容も評価できる。

就労支援事業 4,994,000 就労支援事業 6,742,287 Ｃ（０．５） 36項目評価が45点以上で、アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容も評価できる。

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ 36,898,000 障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ 36,193,311 Ｄ（０．２） アンケート調査、セルフモニタリングの方法自体に改善を必要とするところがある。

その他 0 その他 88,500 Ｅ（０．０） アンケート調査等が実施されていないなどの基本的な問題がある。

拠点区分間繰入 0 寄付金収入 360,000 配点 評価

経常経費補助　 540,000

計 41,892,000 計 43,924,098 計 0 0

人件費 26,884,000 人件費 27,962,175

事業費 5,810,000 事業費 4,571,982

事務費 203,000 事務費 209,240

就労支援事業 4,994,000 就労支援事業 7,874,334

負担金 26,000 負担金 89,400

工賃等積立金 工賃等積立金 80点以上

拠点区分間繰出 固定資産取得支出 65点以上80点未満

その他 262,000 その他 612,491 50点以上65点未満

計 38,179,000 計 41,319,622 計 0 0 50点未満

損益 差引

2．指定管理者及び（市施設所管課）による評価・・・別紙

利用者アンケート

令和5年12月実施

所在地 諏訪市清水3-3663 ご利用者全員（ご家庭）　26名

指定期間 令和3年　4月　1日　～　令和　8年　3月31日   (　 5 年間　）　　　（　3年目　）

利用者からの意見
要望・苦情等

特記事項　就労移行支援事業利用者1名のご家族からの意見「あまり就職の事を聞かず、先走らずゆっくり
やって行って欲しいとの趣旨」の意見有り。経過、就労移行利用２年縛りルールの為、1年目経過時点で事業
所として就職に向けた、意思確認や支援の速度を上げ始めた時期であった。B型への移動も提案したが、本
人の就労移行がいいとの気持ちが強く、しばらく利用していたが本人の希望で退所となった。利用開始前に
計画相談事業所から2年期限の制度説明はしているが、本人（ご家族）がどこまで理解していたかは不明で
あった。

指定管理者の
主な業務

・作業所の施設及び設備の維持管理
・障害者自立支援法に基づく「就労移行支援事業」と「就労継続支援Ｂ型事業」の実施
・作業所の利用に係わる契約
・利用者の仲間づくりや社会生活の拡大のための自主事業

施設設置目的
障害者自立支援法に基づき、一般企業等への就労を希望する障害者に、就労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓練を行う就労移行支援を行い、また、一般企業での就労が困難な障害者には
働く場所を提供すると共に、知識及び能力の向上のための訓練を行う就労継続Ｂ型の支援を行う。

前年度と同内容のアンケートを配布し比較実施　匿名回答

調査結果

〇支援者に関すること　設問3つ　　　　　　　　1満足している（51）　2どちらともいえない（1）　3不満（0）　4未回答（2）
〇生産活動、生活訓練、工賃に関すること 設問4つ　　　　1満足している（60）　2どちらともいえない（11）　3不満（1）
〇個別支援計画に関すること　設問2つ　　　　　　　　　　　  1満足している（30）　2どちらともいえない（6）　3不満（0）
〇全体的な満足度、支援の向上に関すること設問4つ
                                                   　　　　　　　1満足している（58）　2どちらともいえない（10）　3不満（0）　4未回答（4）
〇今後利用したい、希望したいサービスについて
1送迎（3）　 2日中一時支援タイムケア（3）　3在宅就労（1）　 4グループホーム（1）　 5居宅介護、訪問入浴（0）
6生活介護（0）　7同行援護、行動援護、移動支援（1）　 8機能、生活訓練（2）　9相談支援（2）　10その他（0）

施設内容
木造2階建　延べ床面積431112㎡
1階（作業室、食堂、相談室、更衣室、洗面所）
2階（多目的室、会議室）

指定管理者 諏訪市社会福祉協議会 公募　（応募者数1）・非公募

利用料金制の導入 有　　・　　　無 指定管理料 有　　・　　　無

施
設
の
利
用
状
況
等

指　標　　（単位） 前年度実績 対前年比（％）

274.3%

3,713,000 2,604,476 0

　令和5年度の
自己評価

5月の所長交代後不明点や不慣れな事を職員にカバーして頂きながらの1年間であった。サービスの維持向
上には主に三つの対策を実施。⓵毎日利用者に接する職員のベクトルを合わせる為、「四つの幸せ」を改め
て確認した。②職場の環境整備、限られた予算の中やりくりしエアコンを2台増設し、暑さや寒さの対策③利
用者の生活基盤安定の為、工賃向上に様々な面から取り組んだ。出来なかった作業を出来る様にする工
夫、出来る様になれば早く出来る改善、売り上げ増の為の営業活動、生産キャパ確保の為、協力施設の開
拓、トイレットペーパ-の販売促進活動、受託単価の値上げ交渉、等を行い、売り上げは対前年度比142％、
払い工賃総額で165％と大幅に増加した。損益も赤字から黒字に転換する事が出来た。

施設利用者合計数(人） 4,134 132.8%

就労継続支援Ｂ型事業 3,659 114.4%

就労移行支援事業 475

現場の職員は、適切なサービスの提供に努めており、利用者からの評判が良く、アン
ケート結果にも表れている。一方、建物は建築から20年以上経過しており、地盤沈下に
よる老朽化が顕著に見られるようになってきたことから、今後は施設の維持管理体制と
利用者ニーズとの将来性を見通し、総合的に検討していく必要がある。

今後の目標

県平均程度迄に向上した工賃を維持する事が目標となる。最近起きている情勢で売り上げの急激
な減少に見舞われた経験があり（ロシアへの経済制裁、ダイハツ認証不正問題）安定した売り上げ
を確保する為に３新の考え方を取り入れ行動する。支援面では職員の高齢化が進んでおり対応が
必要。若手職員へ業務移管を進め将来に備える。課題は就労移行サービスにある。就労移行支
援事業の利用ニーズは少なく単体では経営的に成り立たない状況にある。地域のニーズ、利用の
ニーズ、職員の確保、損益　等と諏訪市社会福祉協議会が担う地域社会への責務の両方を充分
検討し3年程度先の道筋をつけていく年としたい。

点数 10

合計点数

判断の基準
82.0
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施設の名称 諏訪市福祉作業所　さざ波の家 社会福祉課障がい福祉係

項　目

収
　
支

指定管理者収支（令和5年度） 市の収支

計画額 収支実績額 令和5年度決算 令和4年度決算（前年度）

収
入

収
入

支
出

支
出

「優良」

10 Ａ計

「良」

※「不可」の場合は、指定管理者の取り消しの処
分を含め早急な改善対応を検討する必要がありま
す。
また、「優良」の場合は、施設所管課と制度主幹課
で再確認作業を行うこととします。

「標準」 判断結果

計 「不可」　※

優良0



令和５年度　指定管理者モニタリング評価表 （別紙）

2．指定管理者及び市（施設所管課）による評価

　※施設の目的に沿って評価項目の追加・削除をすることができる。

　※施設の目的に沿って評価項目の配点に重み付けを行うことができる。

評価区分 評価区分 乗率 点数

市の方針、施設の設置目的、業務等を的確に理解した管理運営はされているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

公共の仕事という倫理性や法令遵守について認識し、対応しているか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

正当な理由なく、一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか。 1 Ｂ Ｂ 0.8 0.8

事業内容に偏りがあり、利用者が限られていることはないか。 1 Ａ Ｂ 0.8 0.8

職員体制や人員配置は適正であるか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

現場責任者、有資格者の配置、指揮系統や責任権限は適切であるか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

労働関係法令等を遵守した労務管理規定等を整備し、従事者の適正な労働条件を確保しているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

職員研修・人材育成 職員研修や業務指導に関し、適切に実施されているか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

事故や災害等の緊急時のマニュアルが整備され、連絡体制が確立しているか。 3 Ａ Ａ 1.0 3.0

利用者の安全確保に対する研修・訓練等を実施し、職員が内容を熟知しているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

施錠・警備等の防犯体制は適切であるか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

個人情報及び秘密の保護 個人情報及び職員が業務上知り得た秘密について、職員への指導の徹底と対策が講じられているか。 4 Ｂ Ｂ 0.8 3.2

情報公開 協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表できる体制が整っているか 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

専用の口座、経理帳簿や台帳を整備し、適切に経理事務が行われているか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

現金管理の方法は適切であるか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

業務日誌、各種報告書を適切に作成・整備し、遅延なく市に提出されているか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

団体の経営状況 団体の経営状況は安定しているか。 2 Ｄ Ｄ 0.2 0.4

事業計画書に基づき、適切に事業が実行されているか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

事業の内容や施設の有効利用に創意工夫がされているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

仕様書等に基づき、清掃、警備、衛生の点検・管理が適切に行われているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

仕様書等に基づき、施設、設備の点検・管理が適切に行われているか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

利用に支障をきたすような状況を放置せず、適切に修繕が行われているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

再委託業務 再委託されている業務の範囲・理由等は適切であり、かつ委託先の業務を適切に管理しているか。 0 Ａ Ｂ 0.8 0.0

備品の維持管理 備品台帳に基づき備品を適切に管理され、その機能が失われていないか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

利用状況 利用者数、稼働率が設定した目標に対して適正な水準であるか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

利用の促進 施設の利用促進に努めているか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

利用者へのサービス 利用者へのサービス向上に努めているか。 4 Ａ Ｂ 0.8 3.2

障がい者等への配慮 障がい者、子ども、高齢者等の利用に配慮した管理がなされているか。 5 Ｂ Ｂ 0.8 4.0

要望・苦情等への対応 利用者アンケートが適切に実施されており、要望・苦情等に適切に対応しているか。 3 Ａ Ａ 1.0 3.0

セルフモニタリング セルフモニタリングが適切に行われ、改善に結びつける方策がとられているか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

環境への配慮 省エネ等環境負荷の軽減や周辺環境に配慮するとともに、廃棄物は適切に処理されているか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

地域の住民や関係団体等との連携に積極的に取り組んでいるか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

市内事業者の活用、市内の雇用など地域への貢献への配慮がされているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

自主事業 施設の設置目的に沿って自主事業を実施し、サービス水準の向上に寄与しているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

経費節減・業務効率化 事業計画書に基づき、経費節減や業務効率化が実行されているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

収支・決算 予算に従い適切に執行されており、収支予算書と比較して収支状況が適切であるか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

90 72.0

評価の基準

Ａ （１．０） 高いレベルで実施されており、高く評価できる 合計

Ｂ （０．８） 協定書、仕様書、事業計画書等に基づき適切に実施されており、問題は見られない

Ｃ （０．５） 協定書、仕様書、事業計画書等に基づき概ね適切に実施されていた。一部に不適切な部分が確認されたが、既に改善済みである。

Ｄ （０．２） 協定書、仕様書、事業計画書等に基づき概ね適切に実施されていた。一部に不適切な部分が確認されたが、現在改善に向け対応中で、近日中に改善される見込みである。

Ｅ （０．０） 不適切な部分が確認されたので改善を指示したが、未対応又は改善の見込みがなく、指定管理者の取消の処分を検討する必要がある。

就労アセスメント　実習　見学　等を積極的に受入れ　　計画相談に空き状況の情報提供　等を実施

定期的に諏訪市備品の現地確認を受けている。又、パソコン関連を台帳に登録して管理を実施している。

非該当

口座は1本　現場での売り上げ工賃管理と事務局での支払い担当と入金確認担当は分離している。

鍵管理リストで管理し、夜間休日対応はセコムと契約している。昨年7月に休日早朝に検証できた。

報酬請求　指定管理業務報告等遅延なく実施している。報告内容の業務改善を提案したい。

事故防止の為、令和5年度工賃を銀行振り込みに変更。又。一部企業からの現金支払いも銀行振り込みに変更した。

厳しい経営経営が続いている。

年度末には振り返り次年度の計画を立案している。

仕事量の確保に力を入れている。施設が手狭になり二階の活用をしている。

地盤沈下によるトイレつまり等が発生した。多額な費用が発生したが速やかに修繕を行った。

B型の稼働率は90％程度　　課題は就労移行事業　就職で今年後更に2名減少予定　　即補充は難しい

契約時個人情報使用に関する同意書取り交わし。　取り扱いを職員会を利用し周知徹底。　シュレッダー利用　　他

情報公開に関する案件は事務局が一括で統括している。

紙スキ名刺を中心とした活動をしているが、販路拡大は難しい。　プリンター老朽化に伴い60万円程度の費用が必要で検討要

計

72.0

当該項目の設問に対しては適正である」と回答する。

事務等の間接作業の効率化は積極的に実施した。しかし利用者へのサービス提供関連で効率化は難しい。

アセスメントでの聞き取り　日頃の会話から要望をくみ取り職員で共有し都度出来る範囲で対応している。

令和5年度は12月にアンケートを実施した。家庭との日誌のやり取りで要望があれば都度検討している。

地域連携・地域貢献
仕事を通し、あすなろセンターと工房エリア下諏訪と交流している。

電気工事　設備工事　消防設備点検　他諏訪市在住企業に発注している。

照明のLED化を令和6年度から計画的に実施する。（二酸化炭素排出削減効果）

モニタリング会議は確実に行われ記録が残っている。会議の内容は即日全職員で共有している。

経理及び事務処理等

２
　
施
設
の
運
営

事業運営

施設の維持管理

掃除の外部委託は行っていない。生活訓練の一環として利用者に掃除をする機会を提供。トイレは職員が実施

消防設備を外部業者に委託し定期点検。

１
　
管
理
能
力

適切な管理運営
諏訪市地域福祉計画

他就労支援機関が対応を断る就労アセスメントを引き受け担い当事者のB型利用につなげている。

市民の平等利用

適切な組織・体制

配置基準は満たしているが、ぎりぎりの職員人数であり負担が増えている。

4つの幸せを実感して頂ける事を支援の柱にしている。アンケート結果満足されているご家族が多い。

諏訪市社会福祉協議会職員就業規程　諏訪市社会福祉協議会職員給与規定

新人研修　　場面緘黙症　他　都度利用者の特性やニーズに寄り添った研修。特に虐待防止研修には重点に行った。　

安全対策・緊急時対応

評　価　項　目 評　　価

評価に対する説明
大項目 中項目 小項目 配点

指定管理者 市

地震　火災　浸水害　引き渡し　等の訓練を計画的に実施し、職員の習熟度の向上を図っている。

利用者が出来る作業が増えてきた実績がある。

平等で公平な運営をしている。

管理者兼所長　及び　サービス管理責任者を配置している。BCPを作成し非常時の指揮系統も検証した。

自然災害における事業継続計画（BCP）を作成し検証訓練を実施。


